
（１）意見提出者数　３人・４団体※

（２）意見内容の概要

区分 件数

① 計画の改定趣旨等への意見 1

②
大柱１「神奈川の未来を支える産業の振興」に関わる
意見

3

③
大柱２「中小企業・小規模企業の経営基盤強化」に関
わる意見

9

④
大柱３「多様な人材の確保と能力を発揮できる人材育
成」に関わる意見

1

⑤
大柱４「成長を目指す攻めの経営の促進」に関わる意
見

3

⑥ 大柱５「円滑な事業承継の促進」に関わる意見 3

⑦
大柱６「地域の資源を生かし、経済を支える事業活動
の促進」に関わる意見

8

⑧ その他 3

合計 31

（３）意見の反映状況

区分 件数

Ａ 意見の趣旨を計画に反映したもの 5

Ｂ 意見の趣旨は既に計画に反映されているもの 5

Ｃ 意見の趣旨は今後の取組の参考とするもの 16

Ｄ 意見の趣旨は計画に反映できないもの 4

Ｅ その他 1

合計 31

神奈川県 産業労働局 中小企業部 中小企業支援課

提出意見及びこれに対する県の考え方

「神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進計画改定素案」に対する意見

及び意見の計画改定案への反映状況

　　※個人３人のうち１人からの意見の内容と、その個人が所属する団体から
　　　の意見が同内容であったため、団体数のカウントには含めていません。

募集期間
令和７年10月27日（月曜日）から令和７年11月25日（火曜日）まで
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「神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進計画改定素案」に対する意見 

及び意見に対する県の考え方 

 

① 計画の改定趣旨等への意見 

番号 意見の要旨 
反映 

区分 
県の考え方 

１ 「デジタル化の攻め(推進)と

守り(リスク対策)」がどちらか

だけでなくセットで進めば、中

小企業・小規模事業者にとって

経営基盤の強化につながること

から、P9の(イ) AI等の最新技術

の積極的な活用によるDXの推進

につき、「デジタルセキュリテ

ィ」の併記を検討いただきたい。 

Ｃ ご意見のとおり、デジタル化が進

む中、リスクへの備えは中小企業・

小規模企業の安定した経営におい

て重要な観点であると考えます。た

だし、県の取組としてこれまで検討

されていなかったことから、ご意見

の内容は今後の取組の参考とさせ

ていただきます。 

一方で、いくら守りを強固にして

もサイバーテロを完全に防ぐこと

は難しく、大企業でも被害に遭って

いる現状がありますので、被害に遭

ってしまった場合にも事業を継続

するための備えとして、大柱２「中

小企業・小規模企業の経営基盤強

化」中柱６「緊急時の事業継続に向

けた支援」の中の事業継続計画

（BCP）にサイバーテロを追記しま

した。 

 

② 大柱１「神奈川の未来を支える産業の振興」に関わる意見 

番号 意見の要旨 
反映 

区分 
県の考え方 

２  介護保険財源に依存せず、地

方自治体が柔軟に未病関連施策

を企画・実証できるよう、県が財

政的に支援する制度を整備して

ほしい。具体的には「未病実証・

実装促進補助金（仮称）」のよう

な仕組みを検討することで、市

町村が製品・サービスの試行導

入や地域イベント型実証を行い

Ｃ  いただいたご意見につきまして

は、今後の未病関連施策の参考とさ

せていただきます。 
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やすくする。県が広域的な視点

で、実証から実装への移行を財

政面で後押しする仕組みを整え

ることが、結果的に未病関連製

品・サービスの導入促進と地域

企業及び地域住民の活性化につ

ながる。 

３  測定機器やアプリで取得した

データをPHR（パーソナル・ヘル

ス・レコード）として蓄積し、

NDB・KDBと連携することで、地域

単位の健康データ分析と事業効

果の数値化（ROIの可視化）を推

進する。その際、神奈川県の「未

病指標」の活用も行い、生活習

慣、生活機能、認知機能、メンタ

ルヘルス・ストレスの状態観察

を個人や地域単位で行えるよう

にしてほしい。これにより、事業

成果を定量的に示し、財政継続

の根拠とすることが可能とな

る。 

Ｃ   いただいたご意見につきまして

は、今後の未病関連施策の参考とさ

せていただきます。 

４  行政・企業・住民の三者をつな

ぎ、企画立案から評価までを支

援する専門人材（中小企業診断

士、保健師、管理栄養士、理学療

法士等）育成を実施してほしい。

この「コーディネーター」が、現

場に即した導入企画と費用設計

をワンストップで支援し、持続

可能な未病事業モデルを形成す

ることが期待できる。この枠組

みは、「未病産業社会実装モデル

事業」との親和性も高く、現在ま

でに培われた知見や地方自治体

との関係性の活用にもつなが

る。 

Ｃ  いただいたご意見につきまして

は、今後の未病関連施策の参考とさ

せていただきます。 
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③ 大柱２「中小企業・小規模企業の経営基盤強化」に関わる意見 

番号 意見の要旨 
反映 

区分 
県の考え方 

５  大柱２の施策目標の売上高経

常利益率については、大企業も

含めた利益率と思われ、中小企

業としてはかなり高い数値目標

と考えられるため、中小企業・小

規模企業の実態を反映した数値

目標を設定するよう希望する。 

また、経常利益は営業外の収

支が含まれているため営業利益

率の方が重要だと思う。 

Ｄ  確かに、中小企業に限定した指標

ではないものの、県内企業の構成比

から、日銀の調査でもサンプルの大

多数は中小企業のものと推測され、

中小企業・小規模企業の実態とかけ

離れた数値目標ではないと考えて

います。 

また、ご意見の営業利益率も重要

な指標だと考えてはおりますが、公

表されている統計値がないため目

標数値とすることはできません。た

だし、経営基盤という観点からすれ

ば、経常利益率も適切な指標である

と考えています。 

６ 大柱２中柱２のKPIについて、

「巡回相談」だけでなく、対面・

オンライン・電話・メール等を含

む総合的な相談支援件数を評価

対象とする指標が必要である。 

また、単なる件数だけでなく、

相談後の課題解決や経営改善に

結びついた割合等の質的な成果

指標も併せて設定することで、

より実態に即した評価が可能に

なる。 

Ａ ご意見を踏まえ、KPIを「巡回相

談を行う中小企業・小規模企業

数」から「商工会・商工会議所に

相談を行う中小企業・小規模企業

数」へ変更し、対面やオンライン

等による相談も含む数としまし

た。 

また、相談後の課題解決や経営改

善に結びついた割合等の成果指標

については、いただいたご意見を参

考に、今後の支援に取り組んでまい

ります。 

７  大柱２について、各企業が抱

える問題は、その企業が属する

産業分野やサプライチェーン内

の立場により異なるものと思わ

れる。全企業一律だけではな

く、各業種や立場での課題を分

析・把握し、それに応じた取組

を具体化することも一案と考え

られる。「中柱」ではハイテク

Ｃ  ハイテク先端系産業や伝統工芸

品産業は関連する大柱の具体例と

して挙げているものであり、一部の

産業のみに絞って計画を定めてい

るわけではなく、すべての産業に向

けた施策を推進しています。ただ

し、産業分野や企業の立場別での課

題分析等については、本計画に基づ

いて取組を実施する中で参考にさ
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先端系産業（医療、ロボット、

宇宙）や伝統工芸産業の振興が

挙げられているが、新興産業だ

けではなく、大多数を占めると

思われる既存産業分野こそ分野

別の視点が必要とも思われる。 

 

せていただきます。 

８ 大柱２の(1)現状と課題につ

いて、中柱４に「中小企業のグル

ープ化」を掲げていることから、

中小企業・小規模企業が連携し

て経営課題に対応することが重

要である旨を追記していただき

たい。 

Ａ  ご意見の内容を踏まえ、大柱２

(1)現状と課題に中小企業・小規模

企業が連携して経営課題に対応で

きるよう支援していく必要がある

旨を記載しました。 

９  大柱２中柱２の※３の中小企

業団体中央会の事業について、

組合員企業への各種支援も実施

していることから、※３中「組合

事業への指導・支援」を「組合事

業や組合員企業への指導・支援」

に修正していただきたい。 

Ａ  ご意見を反映しました。 

10 大柱２中柱４について、検討

中とされているが、KPIは組合等

の新設件数とし「中小企業グル

ープの組成や、人格を有しない

中小企業グループの法人化によ

り、デジタル技術の活用など複

数の企業が連携した業務の共同

化等による経営効率化の支援を

行います。」としてはどうか。 

Ｄ  中小企業がグループ化すること

により、事業主体の規模を拡大する

ことに効果があると考えておりま

すが、例えば組合が分裂した場合な

ど、組合の数の増加は規模の拡大に

つながらない可能性もあるため、

「組合等の新設件数」をKPIといた

しません。 

11 大柱２中柱５について、価格

転嫁は、中小企業が直面する大

きな課題であるが、目指すべき

きはコストを価格転嫁して適正

な価格による取引でマークアッ

プ率を向上させることにあるこ

とから、中柱のタイトルとして

は「価格転嫁・取引価格の適正

Ａ  ご意見の内容を踏まえ、大柱２中

柱５を「価格転嫁・取引価格の適正

化」としました。 
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化」が適当。 

12  大柱２中柱６のBCPについて、

現在でもテクニカルショウヨコ

ハマで普及啓発セミナーを開催

しているが、どうしても来場す

る事業者は製造業系の方が多

い。これ以外に小売業やサービ

ス業を中心としたショウイベン

トでセミナーを開催すること、

さらにセミナーで興味を持った

事業者に、より具体的な作成方

法や、実際に支援した事業者の

事例等を紹介するセミナーを開

催することが有効だと考える。 

Ｃ 今年度のテクニカルショウヨコ

ハマのセミナーでは、実際にBCP策

定支援を行った事例を紹介しまし

たが、いただいたご意見をもとに、

幅広い業種に向けたイベントでの

セミナーの開催についても、今後の

参考とさせていただきます。 

13  大柱２中柱６のBCPについて、

従来の「BCP支援専門家派遣事

業」では基本的に３回の策定支

援について事業者負担を無料と

しているが、事業者の要望によ

り、さらに１年に一度、支援を担

当した専門家がフォローアップ

することにより事業者が策定し

たBCPのアップデートを図るき

っかけとし、事業者との関係を

従来の３回の支援派遣で終わら

ないような仕組みを構築するこ

とが有効。 

Ｃ （公財）神奈川産業振興センター

にもご意見を共有させていただき、

BCPの策定のみにとどまらず、策定

後のフォローアップ体制について

も検討してまいります。 

 

④ 大柱３「多様な人材の確保と能力を発揮できる人材育成」に関わる意見 

番号 意見の要旨 
反映 

区分 
県の考え方 

14  大柱３中柱２について、建設、

製造等の中小・小規模事業者で

は、現場での作業を担う人材確

保に苦慮している実態があるた

め、高度外国人材を採用する企

業に支援対象を限定するのは適

当ではないと考える。育成就労

Ｂ  ご意見については、大柱３の中

柱２「外国人材の受入支援」の中

に盛り込んでいます。 

「かながわ外国人材活用支援ス

テーション」においては、高度外

国人材に限らず、採用から職場定

着までワンストップで支援を行っ
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制度への移行を見据えて、日本

語教育、職場環境、生活環境の整

備など、「地域と一体となった中

小企業にとって実効性のある総

合的な支援」を行うようにして

いただきたい。 

ています。 

 加えて、日本語教育支援や、企業

等の職場環境整備を後押しする事

業を行っています。 

 

⑤ 大柱４「成長を目指す攻めの経営の促進」に関わる意見 

番号 意見の要旨 
反映 

区分 
県の考え方 

15 大柱４中柱６について、中小・

小規模事業者は、最低賃金の引

上げや防衛的賃上げで給与支給

総額が増加しているのが現状

で、生産性向上補助金における

給与支給総額の増加をKPIとす

るのが適当か検討の余地がある

と考える。 

Ｄ ご意見のとおり、中小企業・小規

模企業においては、最低賃金の引上

げや防衛的賃上げにより給与支給

総額が増加している現状がありま

すが、それらに対応できない企業は

経営が立ち行かず廃業に追い込ま

れることになります。そこで、県内

の中小企業が最低賃金の引き上げ、

防衛的賃上げに対応できる原資を

確保するための設備投資に補助を

行っており、KPIとして適切と考え

ています。 

16 大柱４「(1)現状と課題」の「生

産性向上」と「新商品・新市場開

拓」のゴールである、「稼ぐ力の

強化」に向け、収益性の高い事業

モデルへ転換できるよう、より

踏み込んだ支援があればと思

う。 

Ｃ 県では、中小企業生産性向上促進

事業費補助金及び小規模事業者デ

ジタル化支援推進事業費補助金に

よる支援を行っていますが、いただ

いたご意見を参考に、今後の支援に

取り組んでまいります。 

17 大柱４中柱５について、中小・

小規模事業者のデジタル化の水

準は企業によって、かなり差が

あるのが実情。補助金の対象と

なる小規模事業者に支援対象を

限定するのは適当ではない。デ

ジタル人材の確保・育成も含め

て、補助金だけでなく必要とす

る支援内容等を幅広く、柔軟に

Ｂ 世の中のデジタル化が進むなか、

人手不足の深刻な小規模事業者は

特にデジタル化が遅れていること

から、対象を限定した小規模事業者

デジタル化支援推進事業費補助金

による支援を行っております。中小

企業者に対しては、中小企業生産性

向上促進事業費補助金において同

等の支援を行っております。 
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する必要があると考える。 また、デジタル人材の確保等につ

いて、大柱３中柱４に記載の神奈川

県プロ人材活用センターの活用に

よる支援を実施しています。 

 

⑥ 大柱５「円滑な事業承継の促進」に関わる意見 

番号 意見の要旨 
反映 

区分 
県の考え方 

18  大柱５中柱１のKPIに記載の

事業承継診断については、支援

機関ごとに取組の格差解消と診

断の質の確保が課題となってい

る。前者には支援機関への動機

づけ（予算・表彰制度等）が効果

的であり、後者には、診断後は自

組織でしっかりと対応する、引

継ぎセンターへつなぐ、専門家

へつなぐなどの、継続した支援

が必要だが、この取組が不十分

な状況。 

Ｃ  支援機関ごとの取組の格差解消

については県としても課題と認識

しており支援機関への動機づけも

含め検討してまいります。また、診

断の質の確保については、ご意見を

踏まえ、課題解決に向けて着実に推

進してまいります。 

19 大柱５中柱２のKPIの引継ぎ

センターへの相談件数は有効な

評価指標だと考えるが、この件

数を増やすためには、現在使用

している診断シートを補完する

神奈川県独自のシートを活用し

たり、県内支援機関と引継ぎセ

ンターとの勉強会を定期的に開

催したりする施策が効果的であ

り、支援機関への動機づけが有

効。 

Ｃ 神奈川県事業承継・引継ぎ支援セ

ンターの定例会議にて課題を共有

し支援機関への発信を行う等、解決

に向けて取り組んでまいります。 

20 大柱５中柱１のKPIについて、本

指標は、企業の承継課題への意

識を高める契機として一定の意

味を持つが、「診断を実施した件

数」そのものが支援成果を示す

ものではないことから、診断後

に具体的な支援につながった件

Ｄ 事業承継診断は、円滑な事業承

継の促進に向けて企業の承継課題

解決への第一歩を後押しする重要

な取組であり、実施件数について

も重要な指標であるととらえてい

ます。加えて、これまでの取組実

績から一定数実際の承継につなが
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数、実際に承継が完了した企業

数や、後継者候補の明確化に至

った企業数など、成果につなが

るプロセスを評価する指標とす

ることで、支援の実効性をより

正確に反映できると考える。単

なる診断件数の増加を目的化す

るのではなく、「診断から支援・

実現に至る一連の流れ」を評価

する仕組みに転換することが必

要である。 

ることが分かっており、大柱５中

柱１のKPIとして適切と考えており

ます。 

ご意見のとおり、「診断から支援・

実現に至る一連の流れ」を評価する

ことは重要ですが、診断から実現ま

でに複数年要する場合が多いこと

から単年度のKPIとしては設定しづ

らいものと考えているため、KPIは

変更いたしません。 

 

⑦ 大柱６「地域の資源を生かし、経済を支える産業振興」に関わる意見 

番号 意見の要旨 
反映 

区分 
県の考え方 

21 大柱６中柱１について、KPIを

「小田原箱根地方の…」として

いるが、「鎌倉エリア（鎌倉彫）」

を含めたほうが適当ではないか

と考える。 

Ｃ  鎌倉彫については現時点で示せ

るデータがないため小田原箱根地

方に限ったものをKPIとしています

が、鎌倉エリアも含めたKPIについ

て検討させていただきます。 

22 SDGsについては、県が、市町

村・商工会議所等と連携し、セミ

ナーや個別相談会を積極的に開

催することで、パートナー未登

録企業への働きかけを強化し、

登録促進を図っていく必要があ

る。 

Ｃ いただいたご意見は、今後のSDGs

推進活動の参考とさせていただき、

各団体と連携してまいります。 

23 SDGsでも脱炭素は主要テーマ

でもあり脱炭素と相互に補完し

合う関係にあることから、SDGs

の導入支援を通じて、脱炭素へ

の関心を高め、省エネ診断や補

助金申請などの次のステップへ

と自然に移行できる導線を整

備、連携することが重要と考え

る。 

Ｃ 県は、SDGsパートナーミーティン

グを通じて企業に脱炭素の取組を

紹介するなど、連携して取組を進め

ておりますが、いただいたご意見に

ついては、今後のSDGs推進活動の参

考とさせていただきます。 

24 エネルギー管理士やSII(一般

社団法人 環境共創イニシアチ

Ｂ 大柱１中柱３の主な取組⑤脱炭

素経営への対応支援に記載のとお
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ブ)登録機関による本格的な省

エネ診断の前段階として、SDGs

の観点から初期支援を担うこと

が可能。企業にとってハードル

の高い専門機関への相談に至る

前に、SDGsの枠組みを活用して

導入支援を行うことで、より多

くの企業が省エネ診断に踏み出

せる環境を整えるべきと考え

る。 

り、県では、多くの企業が脱炭素化

に取り組めるよう、公益財団法人神

奈川産業振興センターに、カーボン

ニュートラル・脱炭素化に係るワン

ストップ相談窓口を設置し、脱炭素

に関するあらゆる相談に無料でお

答えするとともに、企業の状況に応

じ、省エネ診断等の支援施策をご案

内しており、また、市町村や関係団

体等を通じた支援施策の情報提供

等を行っています。 

25 県観光協会及び地域観光協会

が各事業者と包括的・継続的な

接点を持てる仕組みを整備し、

支援が一過性に終わらない体制

を構築するべき。 

Ｃ  いただいたご意見については、今

後の観光振興の取組の参考とさせ

ていただきます。 

26 観光産業振興について、人材

不足を補うためのDX化支援を制

度的に強化し、補助金や助成制

度の活用を促進する必要があ

る。 

Ｃ 県では、産業を問わず、中小企業

生産性向上促進事業費補助金及び

小規模事業者デジタル化支援推進

事業費補助金による支援を実施し

ていますが、いただいたご意見につ

いては、今後の観光振興の取り組み

の参考とさせていただきます。 

27 観光産業振興について、資金・

人材面で脆弱な小規模事業者に

対し、診断士等の専門家による

伴走型支援を拡充するべき。 

Ｃ  いただいたご意見を参考に、今後

の支援に取り組んでまいります。 

28 大柱６中柱２について、アー

ケードなどの商店街施設の老朽

化が地域の賑わい集客を阻害し

かねないことなどから、若年商

業者の育成とともに施設整備に

対する支援を追加していただき

たい。 

Ｂ いただいたご意見につきまして

は、大柱６中柱２の「まちの賑わい

を創出する商業・商店街の振興」の

中に盛り込んでいます。 
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⑧ その他 

番号 意見の要旨 
反映 

区分 
県の考え方 

29 施策目標の実現が重要である

が、現時点の数値が掲げられて

いないため、目標値の評価がで

きない。 

Ａ  ご意見を踏まえ、巻末に「Ⅴ 参

考資料」として統計データを掲載し

ました。 

30 KPIの結果向上には、どのよう

な支援メニューがあるのか各事

業者が効率的に知ることが有用

と考えられる。このための仕組

みや体制の改良・改善にも注力

されたい。その仕組みや体制は、

国による制度と県による制度が

それぞれ存在するが、各事業者

にとってワンストップであると

有益であるとも考えられる。 

Ｅ  今年度は米国の関税措置や日産

の生産縮小を受けて県や支援機関

等の支援施策を一覧にしたリーフ

レットを作成しました。県のホー

ムページ

（https://www.pref.kanagawa.jp/

docs/jf2/wg/shiensesaku_leaflet

.html）にも掲載していますので、

ご覧ください。 

ご意見を踏まえ、周知に努めてま

いります。 

31 各事業者が自事業の課題や将

来方向を検討・判断するために、

必要な情報やその見方を効果的

に整理することについての財務

面での人的な支援があれば効果

的であると考えられる。経営理

念はあっても、上場企業やその

グループ会社では一般的である

事業計画への落とし込みや予算

制度としてのPDCAを運用するノ

ウハウが不足している状況があ

ると考えられる。 

Ｂ 商工会等の支援機関において、各

事業者の経営課題についての相談

に対応しているほか、神奈川県プロ

人材活用センターにおいて、事業者

のニーズに応じた専門人材の紹介

を行っています。 

 

 

 


